
豊橋市優良工事施工業者公表及び表彰要領 

（目的） 

第１条 この要領は、市が発注した建設工事を優秀な成績で施工した建設業者（以下「優

良工事施工業者」という。）を公表及び表彰するために必要な事項を定め、その技術

及び意欲の向上を図るとともに、もって本市における公共工事の適正な施工及び品

質の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 工種 建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に定める建設工事の種

類をいう。 

(２) 業者 市が発注した工事の受注者で、建設業法第２条第３項に定める建設業

者をいう。 

(３) 工事成績評定点 豊橋市工事等検査要綱第９条に定める工事成績評定表（様

式第１）の評定点合計をいう。 

（対象工事） 

第３条 公表及び表彰の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、市が発注し

た工事のうち、公表年度の前年度（以下「対象年度」という。）に完了した工事で、

請負金額が130万円以上のものとする。 

（優良工事施工業者となる基準） 

第４条 前条に規定する対象工事を施工した業者のうち、次の各号のいずれかに該当す

る者を優良工事施工業者とする。 

(１) 工事成績評定点85点以上の工事を施工した業者 

(２) 同じ工種で２件以上の工事を施工し、かつ、すべての工事において工事成績評

定点80点以上である業者 

２ 前項の規定にかかわらず、対象工事を施工した業者が次の各号のいずれかに該当し

たときは、優良工事施工業者としないものとする。 

(１) 対象年度に施工した同じ工種の工事が、平均工事成績評定点を下回ったとき。 

(２) 対象年度に施工した工事が、工種を問わず工事成績評定点65点未満となった

とき。 

(３) 対象年度の４月１日から公表日の前日までに、豊橋市工事請負契約等に係る

指名停止措置要領（平成６年４月１日決裁）による指名停止の措置を受けたとき。 

（公表の方法） 

第５条 公表は、本市ウェブサイトにおいて業者名、工事名、工事場所及び評価点を掲

載して行うものとする。 



（表彰者及び表彰の方法） 

第６条 表彰者は、第４条に掲げる優良工事施工業者とし、市長が決定する。表彰は、

対象工事の完了した翌年度の市長が定める日に、表彰状を授与して行うものとする。 

（表彰の除外） 

第７条 前条の規定にかかわらず、優良工事施工業者が表彰の日の前日までに 豊橋市

工事請負契約等に係る指名停止措置要領による指名停止を受けた場合は、表彰の対

象から除外する。 

（要領の改定） 

第８条 優良工事施工業者となる基準の変更については、豊橋市建設工事審査会に諮り

決定する。 

（庶務） 

第９条 優良工事施工業者の公表及び表彰に係る庶務は、財務部契約検査課において処

理する。 

（雑則） 

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は平成31年４月１日から施行する。 

（豊橋市優良工事施工業者選定及び公表要領及び豊橋市優良工事施工業者表彰要領

の廃止） 

２ 次に掲げる要領は、廃止する。 

(１) 豊橋市優良工事施工業者選定及び公表要領（平成20年８月１日決裁） 

(２) 豊橋市優良工事施工業者表彰要領（平成28年４月22日決裁） 


